
「
社
債
管
理
会
社
の
免
責
に
つ
い
て
」

五回

目

次
は
じ
め
に

英
米
法
に
お
り
る
受
託
会
社
の
免
責

ω
米

国

ω
英

国

ω
カ
ナ
、
ダ

社
債
権
者
集
会
の
決
議
と
免
責

ω
社
債
権
者
集
会
決
議
の
免
責
的
効
果
の
有
無

ω
社
債
権
者
集
会
に
よ
る
免
責
決
議
の
可
否

免
責
条
項
の
許
容
性

お
わ
り
に

は
じ
め
に

平
成
五
年
改
正
商
法
は
、
社
債
発
行
限
度
を
撤
廃
し
、
よ
り
効
果
的

な
社
債
権
者
保
護
の
方
法
と
し
て
社
債
管
理
会
社
の
設
置
を
原
則
と
し

「
社
債
管
理
会
社
の
免
責
に
つ
い
て
L

田

、津

フE

章

て
強
制
し
た
(
二
九
七
条
)
。
社
債
管
理
会
社
に
対
し
て
は
、
社
債
権
の

管
理
の
た
め
の
権
限
を
付
与
す
る
と
と
も
に
(
三

O
九
条
・
一
ニ

O
九
条

ノ
ニ
エ
ニ

O
九
条
ノ
一
ニ
)
、
公
平
誠
実
義
務
と
善
管
注
意
義
務
を
謀
し
(
二

九
七
条
ノ
三
)
二
定
の
場
合
に
は
社
債
権
者
に
対
し
損
害
賠
償
資
任
を

負
う
こ
と
と
し
た
(
一
一
二
一
条
ノ
二
)
。
担
保
附
社
債
信
託
法
上
の
受
託

会
社
に
つ
い
て
は
、
担
保
権
の
管
理
に
加
え
、
社
債
権
の
管
理
を
も
行

わ
せ
る
こ
と
と
し
、
社
債
管
理
会
社
と
同
一
の
権
限
を
有
し
義
務
を
負

う
も
の
と
し
た
(
担
信
法
二
条
・
六
八
条
・
六
九
条
)
。

担
保
附
社
債
信
託
の
制
度
が
英
米
法
の
信
託
法
理
を
利
用
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
平
成
五
年
商
法
改
正
前
の
社
債
募

集
の
受
託
会
社
の
制
度
は
、
無
担
保
社
債
に
つ
い
て
も
受
託
者

(吋

2
m
g咋
)
を
置
い
て
社
債
権
者
の
利
益
を
保
護
さ
せ
る
英
米
法
に

倣
っ
た
も
の
で
あ
る
(
昭
和
二
ニ
年
商
法
改
正
)
。
社
債
管
理
会
社
は
、

社
債
権
の
管
療
を
行
い
社
債
権
者
を
保
護
す
る
と
い
う
機
能
か
ら
も
、

ま
た
、
そ
の
権
限
お
よ
び
義
務
か
ら
も
、
社
債
募
集
の
受
託
会
社
に
比

べ
て
、
英
米
法
に
お
け
る
社
債
の
受
託
会
社
(
斗
E
m
R
O
)
に
よ
り
近
い

一一一一一



も
の
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
社
債
管
理
会
社
は
英
米
法
に
お
け
る
社
債
の
受
託
会
社

(吋

E
∞
芯
巾
)
に
現
実
の
役
割
に
お
い
て
は
近
い
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

法
的
構
成
な
ど
の
違
い
は
ま
だ
大
き
い
。
し
か
し
、
社
債
権
者
の
保
護

と
い
う
観
点
か
ら
は
、
社
債
権
を
管
理
す
る
者
が
受
託
会
社

3
2
a
s
)
か
社
債
管
理
会
社
か
と
い
う
名
称
ま
た
は
法
的
構
成
そ

れ
自
体
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
権
限
・
義
務
の
内
容
お
よ

び
そ
の
手
数
料
(
報
酬
)
を
問
題
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
社
債
権
者
保

護
の
た
め
に
社
債
管
理
会
社
の
権
限
・
義
務
を
拡
大
し
た
場
合
、
発
行

会
社
か
ら
社
債
権
者
に
支
払
わ
れ
る
金
利
に
ま
わ
る
は
ず
の
部
分
が
、

発
行
会
社
か
ら
社
債
管
理
会
社
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
手
数
料
(
報
酬
)

に
ま
わ
り
か
ね
ず
、
必
ず
し
も
社
債
権
者
の
利
益
と
は
な
ら
な
い
こ
と

に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
社
債
権
者
の
保
護
は
コ
ス
ト
を
勘
案

し
て
考
え
る
べ
き
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
社
債
管
理
会
社
の
免
責
と
い

う
こ
と
も
、
そ
の
是
非
は
別
と
し
て
、
社
債
権
の
管
理
に
伴
う
事
務
範

闘
を
限
定
す
る
或
い
は
責
任
の
過
重
負
担
を
減
ら
す
と
い
う
こ
と
に
よ

り
コ
ス
ト
の
低
減
を
実
現
す
る
一
手
段
で
あ
る
と
い
え
よ
(
封
。
実
際
に

も
、
英
米
法
に
お
い
て
は
受
託
会
社
の
免
責
が
、
信
託
証
書
へ
の
免
責

条
項
の
挿
入
や
責
任
発
生
後
の
社
債
権
者
集
会
に
よ
る
免
責
決
議
と
い

う
か
た
ち
で
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
す
る
制
定
法
に
よ
る
規
制
も

存
在
す
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
で
は
社
債
管
理
会
社
の
免
責
は
殆
ど
問

題
と
さ
れ
て
お
ら
ず
そ
れ
に
関
す
る
規
定
も
な
い
。

一一一一一一一

わ
が
国
の
社
債
管
理
会
社
の
権
限
と
義
務
に
照
ら
し
て
、
そ
の
免
責

を
考
慮
す
る
必
要
が
本
当
に
あ
る
か
ど
う
か
は
俄
に
判
断
の
つ
か
な
い

問
題
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。
し
か
し
、
免
責
の
可
否
及

び
そ
の
要
件
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
の
も

事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
立
法
論
と
し
て
、
一
般
的
免
責
は
禁
止
す
べ
き

で
あ
る
が
、
全
面
的
に
免
責
を
禁
止
す
る
と
責
任
過
震
に
よ
る
コ
ス
ト

増
・
人
選
難
に
絡
る
の
で
、
免
責
を
認
め
る
範
聞
を
法
律
で
明
確
に
す

る
必
要
が
あ
る
と
の
見
解
も
恥
針
。
そ
こ
で
社
債
管
理
会
社
の
免
責
が

現
行
法
の
解
釈
上
果
た
し
て
可
能
な
の
か
を
検
討
す
る
。
尚
、
こ
こ
で

は
無
担
保
社
債
の
社
債
管
理
会
社
の
善
管
注
意
義
務
違
反
を
中
心
に
考

察
す
る
こ
と
と
し
、
担
保
鮒
社
債
信
託
法
に
は
必
要
に
応
じ
て
触
れ
る
。

英
米
法
に
お
け
る
受
託
会
社
の
免
責

英
米
法
に
お
け
る
受
託
会
社
の
免
責
に
つ
い
て
制
定
法
上
の
規
制
を

簡
単
に
概
観
す
る
。

ω
米

国

受
託
会
社
は
、
信
託
の
受
託
者
と
し
て
受
益
者
で
あ
る
債
券
所
持
人

に
対
し
て
、
社
債
権
の
管
理
に
関
し
忠
実
義
務
お
よ
び
善
管
注
意
義
務

を
負
う
こ
と
と
な
る
結
果
、
本
来
、
厳
し
い
義
務
・
責
任
を
負
担
す
る

こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
一
九
世
紀
半
ば
以
降
、
信
託
証
書
(
丹
言
え



宮
門
凶
ぬ
ロ
仲
良
品
)
の
中
に
受
託
会
社
の
義
務
・
責
任
を
免
除
・
軽
減
す
る
免

責
条
項
(
巾
同
門
戸
回
目
℃
仰
ぎ
弓
立
問

5
2〉
が
広
く
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
し
て
一
九
二
九
年
の
恐
慌
以
降
、
免
責
条
項
が
広
範
に
す
ぎ
受
託
会

社
が
信
託
の
受
託
老
の
名
に
値
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
な
い
と
い
う

批
判
が
高
ま
っ
た
結
果
制
定
さ
れ
た
の
料
、
一
九
三
九
年
信
託
証
書
酷

で
あ
る
。
こ
の
法
律
の
特
徴
は
、
二
疋
の
要
件
を
み
た
す
社
債
の
発
行

に
つ
い
て
受
託
会
社
の
設
置
を
強
制
し
、
か
っ
、
信
託
証
書
の
内
容
を

規
制
す
る
行
き
方
を
と
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
信
託
契
約

と
は
別
個
の
忠
実
義
務
を
社
債
権
者
の
た
め
に
受
託
会
社
に
課
す
の
で

は
な
く
、
受
託
会
社
が
締
結
す
る
信
託
契
約
の
内
容
に
つ
い
て
一
定
の

規
制
を
課
す
の
で
あ
る
。

受
託
会
社
の
免
責
条
項
に
つ
い
て
は
、
一
二
一
五
粧
の
「
受
託
者
の
義

務
と
責
任
」
(
む
口
付
{
合
研
出
口
門
山
口
出
窓
宮
町
印
{
弘
、
門
吉
田
定
巾
)
で
規
制
し
て

い
る
。
ま
ず
、
一
般
的
な
免
賓
条
項
は
禁
止
さ
れ
る
。
即
ち
、
受
託
会

社
は
、
過
失
に
よ
る
作
為
・
不
作
為
ま
た
は
故
意
に
よ
る
違
法
行
為
を

免
責
す
る
旨
の
規
定
を
お
い
て
は
な
ら
な
い
(
一
三
五
条

ω項
本
対
)
。

つ
ま
り
、
故
意
・
重
過
失
は
勿
論
、
通
常
の
過
失
に
つ
い
て
も
一
般
的

な
免
責
は
禁
止
さ
れ
る
。
そ
の
反
面
、
受
託
会
社
は
、
関
連
事
実
の
確

認
に
過
失
が
あ
っ
た
こ
と
の
立
誌
が
な
い
か
ぎ
り
、
責
任
役
員

(「虫℃
C
D
田
町
立
命
。
毘
円
巾
吋
)
に
よ
り
誠
実
に
(
山
口

m
c
c色
町
田
津
町
)
な
さ

れ
た
判
断
の
誤
り
(
巾
コ
ミ

cご
ロ
仏
官
5
2
5
に
つ
い
て
は
、
発
行
会

社
の
不
履
行
(
骨
片

2U)
発
生
の
前
後
を
関
わ
ず
免
責
さ
れ
る
(
三
一

「
社
債
管
理
会
社
の
免
責
に
つ
い
て
L

五
条
例
項
札
制
)

0

不
履
行
発
生
前
の
受
託
会
社
の
義
務
と
責
任
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、

受
託
会
社
は
信
託
証
書
中
に
特
定
的
に
(
告

2
5
n
E
q
)
明
示
さ
れ
た

義
務
の
履
行
を
除
き
責
任
を
負
わ
な
い
(
一
一
二
五
条
例
項
札
射
)
。
こ
れ

に
よ
り
信
託
関
係
に
基
づ
く
忠
実
義
務
の
具
体
化
と
し
て
、
受
託
者
が

信
託
証
書
に
明
記
さ
れ
な
い
黙
示
的
義
務
を
課
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
る

(
M
N
)
 

こ
と
が
可
能
と
な
る
。
次
に
、
信
託
証
書
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
提

出
さ
れ
る
証
明
書
・
意
見
書
等
の
真
実
性
お
よ
び
正
確
性
に
関
し
て
は
、

地
限
定
的
に

(
g
R
E丘
認
さ
、
即
ち
、
法
律
上
反
証
を
許
さ
な
い
程
度

に
ま
で
信
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
一
一
二
五
条
例
項
削
京
)
。
但
し
、
同

法
コ
二
四
条
に
よ
り
受
託
会
社
に
提
出
す
る
こ
と
が
特
に
要
求
さ
れ
て

い
る
当
該
証
明
書
な
い
し
意
見
書
一
の
場
合
は
、
受
託
会
社
は
、
そ
れ
ら

が
信
託
証
書
の
要
求
に
合
致
す
る
か
否
か
を
判
定
す
る
た
め
に
、
そ
れ

ら
を
審
査
す
る
義
務
を
負
う
(
一
三
五
条
札
駆
)
。
し
か
し
、
不
履
行
前

は
、
受
託
会
社
と
し
て
は
発
行
会
社
の
財
務
状
況
に
つ
い
て
積
極
的
に

調
査
す
る
義
務
は
課
さ
れ
て
お
ら
ず
、
結
局
、
受
託
会
社
は
不
履
行
前

は
忠
実
義
務
を
負
わ
な
い
と
い
え
刻
。

不
履
行
発
生
後
は
、
受
託
会
社
は
一
信
託
証
書
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た

権
利
お
よ
び
権
限
の
う
ち
、
慎
重
な
人
宙
開
)
吋
昆

S
H
5
5
)
が
、
当

該
状
況
に
お
い
て
自
己
の
業
務
を
遂
行
す
る
際
に
行
使
す
る
も
の
を
行

使
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
っ
、
そ
の
行
使
に
あ
た
っ
て
は
慎
重
な
人

(同七

E
骨
伊
丹
自
由
ロ
)
が
、
当
該
状
況
に
お
い
て
自
己
の
業
務
を
遂
行

一一
一



す
る
擦
に
用
い
る
の
と
同
じ
程
度
の
注
意
お
よ
び
手
腕

(2『
巾
山
口
己

的
片
足
)
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
一
一
二
五
条
札
礎
)
。
即
ち
、
不
履

行
発
生
後
は
、
受
託
会
社
は
忠
実
義
務
を
負
う
。
忠
実
義
務
を
負
う
こ

と
と
さ
れ
る
も
の
の
、
就
に
述
べ
た
よ
う
に
受
託
会
社
の
責
任
役
員

(
吋

2
H
5
5コ)]巾丘町一
2
こ
に
よ
り
誠
実
に
公
ロ
句
。
。
仏
間
出
忘
る
な
さ

れ
た
判
断
の
誤
り
窓
口
え
え
す
仏
関
係
ヨ

gど
に
つ
い
て
の
免
責
を
許

容
さ
二
五
条
附
項

ω号
)
す
る
ほ
か
、
受
託
会
社
の
権
利
義
務
の
行

使
に
あ
た
り
、
社
債
総
額
の
過
半
数
の
社
債
権
者
の
指
示
に
従
っ
て
誠

実
に
(
{
ロ

mcc巳
宮
山
岳
)
な
さ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
も
免
責
さ
れ
る
さ
一

一
五
条
一
州
市
役
引
)
。

こ
の
よ
う
に
信
託
証
欝
法
上
は
、
発
行
会
社
の
不
履
行
の
発
生
前
か

後
か
が
受
託
会
社
の
義
務
と
責
任
に
大
き
な
違
い
を
及
ぽ
す
も
の
で
あ

る
が
、
信
託
証
書
法
制
定
前
に
お
い
て
は
、
社
債
権
者
が
発
行
会
社
の

不
履
行
の
存
在
に
つ
い
て
受
託
会
社
に
対
し
て
通
知
を
し
な
い
限
り
受

託
会
社
と
し
て
は
責
任
を
負
わ
な
い
と
い
う
趣
旨
の
条
項
(
い
わ
ゆ
る

0
2江
口
町
三
き
山
内
)
が
用
い
ら
れ
、
か
か
る
条
項
を
排
除
す
る
必
要
が
あ

っ
問
。
そ
こ
で
信
託
証
書
法
に
は
不
履
行
発
生
の
通
知
に
関
す
る
規
定

が
お
か
れ
て
い
る
。
即
ち
発
行
会
社
の
不
履
行
発
生
の
社
債
権
者
に
対

す
る
通
知
に
つ
い
て
は
、
不
履
行
発
生
後
九

O
日
以
内
に
発
行
会
社
の

不
履
行
で
受
託
会
社
に
知
ら
さ
れ
て
い
る
も
の
す
べ
て
に
つ
い
て
社
債

権
者
に
対
し
通
知
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
元
利
金
支
払
及
び
滅
償

基
金
の
機
怠
を
除
く
不
履
行
(
い
わ
ゆ
る
宮
各
区

g-
舟
町
田
ロ
ロ
)
に
つ
い

四

て
は
、
受
託
会
社
が
善
意
で
(
戸
口
問
。

&
P
E
H
)
総
社
債
権
者
の
利
益

の
た
め
に
通
知
し
な
い
ほ
う
が
よ
い
と
判
断
し
た
場
合
に
は
通
知
し
な

く
と
も
よ
い
(
一
一
二
五
条
制
暁
)
。
不
履
行
の
通
知
は
、
発
行
会
社
の
信

用
に
重
大
な
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
り
、
か
え
っ
て
社
債
権
者
の

た
め
に
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
の
官
、
一
定
の
場
合
に
は
不
履
行
の
通

知
を
控
え
る
裁
再
一
患
権
を
受
託
会
社
に
与
え
た
も
の
で
あ
る
。

尚
、
一
九
九

O
年
に
信
託
証
欝
法
の
大
改
正
が
あ
っ
た
が
、

ベ
た
規
制
内
容
自
体
は
大
き
な
変
更
を
受
け
て
い
な
(
叫
。

右
に
述

間

英

国

英
国
に
は
米
閣
の
信
託
証
書
法
の
よ
J

な
包
括
的
な
制
定
法
は
存
在

せ
ず
、
会
社
法
が
信
託
証
書
公

gm門
号
包
)
に
お
け
る
受
託
者

(門
H
5
Z
O
)
の
免
責
条
項
に
つ
い
て
一
箇
条
規
定
す
る
の
み
で
あ
る
。

社
債
の
受
託
者
の
免
責
を
規
制
す
る
法
律
の
規
定
が
存
在
し
な
か
っ

た
一
九
四
七
年
以
前
は
、
受
託
者
が
'
自
己
の
責
任
を
免
れ
る
た
め
に
故

意
の
義
務
違
反
の
場
合
を
除
い
て
一
般
的
に
免
責
さ
れ
る
旨
の
規
定
を

信
託
証
書
に
設
け
る
傾
向
が
あ
り
、
社
債
の
受
託
者
に
対
し
て
は
、
活

発
な
番
犬
(
同
門
昨
日
〈
巾
者
向
円
円
}
氏
。
ぬ
印
)
と
一
言
う
よ
り
は
報
酬
の
受
動
的
受

ハ
判
一
)

領
者
で
あ
り
す
ぎ
る
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
会
社
法
見

直
し
の
た
め
に
一
九
四
三
年
に
設
置
さ
れ
た
コ

l
エ
ン
委
員
会

a
c
F
S
ゎ。

5
8
5
2
)
に
よ
る
調
査
が
な
さ
れ
、
同
委
員
会
は
受
託

者
の
免
資
条
項
に
つ
い
て
も
一
九
二
九
年
会
社
法
一
五
二
条
の
定
款
に



よ
る
取
締
役
の
免
資
条
項
の
禁
止
と
同
様
の
規
定
を
拡
張
す
べ
き
こ
と

{
却
)

を
報
告
書
に
お
い
て
提
案
し
た
。
一
九
四
八
年
会
社
法
八
八
条
は
こ
の

提
案
を
立
法
化
し
た
も
の
で
あ
目
。
即
ち
、
受
託
者
が
受
託
者
と
し
て

要
求
さ
れ
る
相
当
の
注
意
と
勤
勉
さ
(
号
鳴

2
c内
包
括
自
己
呂
町

(

判

記

)

巾
ロ
円
。
)
を
悌
怠
し
た
こ
と
に
よ
る
忠
実
義
務
違
反
の
責
任
を
予
め
免
除

す
る
一
切
の
条
項
は
無
効
で
あ
る
が
、
特
定
の
作
為
ま
た
は
不
作
為
に

つ
い
て
の
責
任
の
免
除
を
目
的
と
し
て
招
集
さ
れ
た
社
債
権
者
集
会
に

お
い
て
社
債
総
額
の
四
分
の
三
以
上
の
多
数
決
に
よ
り
免
除
す
る
条
項

は
許
さ
れ
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
を
継
承
し
た
の
が
、
現
行
の

一
九
八
五
年
会
社
法
一
九
二
条
で
臥
出
。
尚
、
一
九
八
五
年
会
社
法
七

二
七
条
の
裁
判
所
に
よ
る
役
員
等
の
責
任
免
除
の
規
定
は
、
社
債
の
受

託
者
に
対
し
て
は
適
沼
は
な
い
が
、
一
九
ニ
五
年
受
託
者
法
六
一
条

(吋

E
え
2
〉
n
ニ
定
日
出
品
同
)
の
裁
判
所
に
よ
る
受
託
者
の
免
責
規
定

(
M
A
)
 

は
、
社
債
の
受
託
者
に
も
適
用
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
場
合
、
受
託
者
が
誠
実
か
っ
合
理
的
に
(
ぎ
吉
田
門
ぞ
き
仏

5
2
0ロ自

白
広
三
行
動
し
た
こ
と
が
免
責
の
要
件
と
札
制
。

明
カ
ナ
ダ

(お〉

カ
ナ
ダ
の
一
九
八
五
年
事
業
会
社
法
の
信
託
証
書
に
関
す
る
規
定
は

{
釘
)

米
国
の
一
九
三
九
年
信
託
証
書
法
に
倣
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
同
法

で
は
受
託
者
の
免
責
に
つ
い
て
若
干
の
規
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、

受
託
者
の
注
意
義
務
を
規
定
し
(
九
一
条
て
こ
の
注
意
義
務
に
反
し
た

「
社
債
管
理
会
社
の
免
責
に
つ
い
て
」

受
託
者
を
免
責
す
る
一
切
の
条
項
は
無
効
と
規
定
し
て
い
る
(
九
三

条
)
。
受
託
者
の
注
意
義
務
と
は
、
社
債
権
者
の
最
大
の
利
益
の
観
点
か

ら
信
義
誠
実
に

S
O
D
S
5
4邑
山
口
問
。
。
牛
肉
回
一
昨
げ
)
行
動
す
る
こ
と
お

よ
び
合
理
的
な
慎
重
さ
(
吋

2
8
5立
可
胃

ESH)
を
も
っ
受
託
者
の

注
意
、
勤
勉
さ
と
手
腕
(
門
出
吋
巾
唱
岳
山
m
g
n巾
田
口
仏
印
片
山
口
)
を
行
使
す
る

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
会
社
法
や
信
託
証
書
の
条
項
に
合
致
し
た
各

種
の
書
類
を
善
意
で
(
宮
ぬ
。
。
門
ご
出
斥
げ
)
信
頼
し
た
場
合
に
は
、
九
一

条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
受
託
者
は
責
任
を
負
わ
な
い
と
し
て
い
る

(
九
二
条
)
。

例
え
ば
、
判
断
の
過
誤
や
慎
重
さ
の
欠
如
に
よ
り
生
ず
る
結
果
か
ら

受
託
者
を
免
責
す
る
旨
の
信
託
証
書
の
条
項
は
、
故
意
の
忠
実
義
務
違

反
の
責
任
を
免
除
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
受
託
者
が
誠
実
に
権
限
を

行
使
す
る
際
に
生
ず
る
不
作
為
に
関
し
て
受
託
者
を
責
任
追
求
か
ら
守

(
利
)

る
趣
旨
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

尚
、
不
履
行
の
社
債
権
者
へ
の
通
知
に
つ
い
て
は
米
国
の
そ
れ
に
類

似
し
た
規
定
を
有
し
て
い
る
。
即
ち
、
受
託
者
は
発
行
会
社
の
不
履
行

を
知
っ
て
か
ら
三

O
日
以
内
に
社
債
権
者
へ
通
知
す
る
義
務
を
負
う

が
、
受
託
者
が
社
債
権
者
へ
通
知
し
な
い
こ
と
が
社
債
権
者
の
最
大
の

利
益
に
合
致
す
る
と
合
理
的
に
信
じ
た
守

2
8ロ
お
ぴ
守

σ色町
0
4
巾
)
場
合

は
、
受
託
者
は
通
知
し
な
く
と
も
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
(
九

O
条)。

オ
ン
タ
リ
オ
州
で
は
、
受
託
者
が
誠
実
か
つ
合
理
的
に
行
動
し
た
場

(
却
)

合
に
は
、
一
九
九

O
年
受
託
者
法
三
五
条
に
よ
り
、
そ
の
義
務
違
反
が

五



裁
判
所
に
よ
っ
て
免
責
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
受
託
者

は
誠
実
か
つ
合
理
的
に
行
動
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
だ
け
で
は
足
り

ず
、
更
に
一
切
の
事
情
を
掛
酌
し
て
そ
の
行
為
が
免
除
さ
れ
る
べ
き
こ

と
を
示
す
必
要
が
札
制
。
更
に
オ
ン
タ
リ
オ
州
で
は
、
受
託
者
は
同
法

六
O
条
に
よ
り
裁
判
所
か
ら
法
的
助
言
を
得
る
こ
と
も
で
き
、
そ
の
場

合
、
受
託
者
は
裁
判
所
の
指
示
に
従
っ
て
行
動
す
れ
ば
保
護
さ
札
制
。

こ
の
制
度
は
、
受
託
者
が
社
債
権
者
集
会
の
決
議
に
従
っ
た
行
為
を
す

る
場
合
で
も
、
当
該
決
議
が
少
数
社
債
権
者
か
ら
そ
の
有
効
性
を
争
わ

れ
て
い
る
と
き
に
は
、
受
託
者
が
自
己
の
立
場
を
護
る
た
め
に
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
針
。

社
債
権
者
集
会
の
決
議
と
免
責

∞
社
債
権
者
集
会
決
議
の
免
責
的
効
果
の
有
無

商
法
は
社
債
権
の
処
分
に
繋
が
る
行
為
を
社
債
管
理
会
社
が
な
す
場

合
に
は
、
社
債
権
者
集
会
の
決
議
に
基
づ
く
こ
と
を
婆
求
し
て
い
る
(
一
一
一

O
九
条
ノ
ニ
ヲ
そ
こ
で
、
実
務
で
は
社
債
権
者
集
会
の
決
議
が
あ
れ
ば

当
該
行
為
に
つ
い
て
社
債
管
理
会
社
は
免
責
さ
れ
る
、
即
ち
、
善
管
注

意
義
務
違
反
を
関
わ
れ
な
い
と
漠
然
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
即

ち
、
社
債
権
者
集
会
の
決
議
に
反
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
(
一
一
二

一
条
ノ
ニ
第
一
項
参
照
て
そ
れ
で
免
責
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
規
定
の
上
か

一一一一一ムハ

ら
は
明
確
で
は
な
い
が
、
善
管
注
意
義
務
違
反
の
判
断
は
、
社
債
権
者

集
会
の
決
議
を
経
た
か
否
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
実
質
に
応
じ
て
判
断

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
裁
判
所
に
よ
る
決
議
の
認
可
が
あ
っ
て
も

そ
れ
は
同
様
で

b
M。
即
ち
、
善
管
注
意
義
務
違
反
の
有
無
は
、
社
債

権
者
集
会
の
決
議
お
よ
び
裁
判
所
の
認
可
と
は
別
個
の
問
題
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
理
由
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

社
債
管
理
会
社
の
権
限
は
、
こ
れ
を
行
使
す
る
権
利
が
あ
る
だ
け
で

は
な
く
、
こ
れ
を
行
使
す
る
義
務
を
負
い
、
こ
れ
を
行
使
す
べ
き
と
き

に
行
使
し
な
け
れ
ば
普
管
注
意
義
務
違
反
の
責
任
を
免
刊
。
そ
し
て
、

社
債
管
理
会
社
は
そ
の
代
表
者
を
社
債
権
者
集
会
に
出
席
さ
せ
る
権
限

を
有
し
て
い
る
以
上
(
一
一
一
二
二
条
一
項
て
決
議
に
あ
た
り
社
債
権
者
が

適
切
な
判
断
が
下
せ
る
よ
う
に
情
報
お
よ
び
意
見
を
提
供
す
る
義
務
が

あ
る
と
い
え
る
。
従
っ
て
、
こ
の
義
務
を
十
分
に
尽
く
さ
な
け
れ
ば
善

管
注
意
義
務
違
反
の
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
に
札
制
。
ま
た
、
社
債
権

者
集
会
の
決
議
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
責
任
を
免
れ
る
も
の
で
も

札
州
。
社
債
管
理
会
社
の
情
報
ま
た
は
意
見
の
提
供
が
不
適
切
で
あ
っ

て
、
か
っ
、
そ
れ
に
基
づ
き
不
適
切
な
決
議
が
な
さ
れ
執
行
さ
れ
た
場

合
で
も
な
い
か
ぎ
り
、
実
際
に
は
社
債
権
者
に
具
体
的
な
損
害
は
生
じ

な
い
の
で
損
害
賠
償
責
任
を
追
求
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
義

務
違
反
が
あ
っ
た
と
い
う
点
は
解
任
事
由
に
な
り
得
る
と
解
さ
れ
る

(
一
一
二
三
条
)
。
但
し
、
社
債
権
者
集
会
の
決
議
を
得
た
場
合
、
実
際
に

善
管
注
意
義
務
違
反
を
問
わ
る
こ
と
は
考
え
口
仁
川
と
い
う
の
は
事
実



で
あ
ろ
う
。
尚
、
決
議
の
執
行
に
つ
い
て
も
善
管
注
意
義
務
は
要
求
さ

れ
る
の
で
あ
り
、
執
行
の
段
階
で
善
管
注
意
義
務
違
反
を
関
わ
れ
る
こ

と
も
考
え
ら
れ
よ
う
(
三
一
ニ

O
条)。

国
社
債
権
者
集
会
に
よ
る
免
責
決
議
の
可
否

社
債
管
理
会
社
が
善
管
注
意
義
務
に
違
反
し
社
債
権
者
に
対
し
て
損

害
賠
償
責
任
を
負
っ
て
い
る
場
合
(
一
一
二
一
条
ノ
ニ
第
一
項
て
そ
の
責

任
を
社
債
権
者
集
会
の
決
議
に
よ
り
免
除
で
き
る
か
。
例
え
ば
、
適
時

に
発
行
会
社
の
財
産
の
仮
差
押
え
等
を
行
え
ば
社
債
権
の
回
収
が
図
れ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
怠
っ
た
た
め
に
社
債
の
償
還
が
不
能
と

な
り
、
社
債
権
者
が
損
害
を
被
っ
た
場
合
の
社
債
管
理
会
社
の
損
害
賠

償
責
世
の
免
除
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
損
害
賠
償
請
求
権
は
個
々

の
社
債
権
者
が
行
使
す
る
権
利
で
広
明
、
全
社
債
権
者
の
同
意
が
無
い

限
り
免
除
さ
れ
な
い
の
が
原
別
で
あ
る
。
こ
れ
を
社
債
権
者
集
会
の
決

議
と
い
う
多
数
決
に
よ
り
免
除
で
き
る
の
だ
ろ
う
料
。

こ
の
問
題
は
、
①
社
債
管
埋
会
社
の
損
害
賠
償
責
任
の
免
除
を
社
債

権
者
集
会
の
決
議
事
項
と
な
し
う
る
か
と
い
う
こ
と
(
一
一
二
七
条
)
お

よ
び
②
仮
に
決
議
事
項
と
な
る
に
せ
よ
免
責
決
議
を
裁
判
所
が
認
可
す

る
場
合
が
あ
る
の
か
(
三
二
六
条
参
照
)
と
い
う
こ
つ
の
問
題
に
分
げ

ら
れ
る
。
手
続
の
流
れ
の
上
か
ら
は
、
①
②
の
傾
序
で
考
察
す
る
こ
と

に
な
ろ
う
が
、
法
定
決
議
事
項
以
外
に
つ
い
て
裁
判
所
の
許
可
を
得
な

い
で
決
議
を
な
し
て
も
そ
の
決
議
は
直
ち
に
無
効
と
さ
れ
る
わ
け
で
な

「
社
債
管
理
会
社
の
免
責
に
つ
い
て
」

い
と
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
〈
目
、
突
き
詰
め
れ
ば
結
論

を
左
右
す
る
の
は
②
の
問
題
で
あ
る
の
で
、
②
を
先
に
検
討
す
る
。
②

の
問
題
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
免
責
決
議
は
常
に
決
議
の
不
認
可
事
自

に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
、
却
ち
、
「
決
議
ガ
社
債
権
者

ノ
一
般
ノ
利
益
ニ
反
ス
ル
ト
キ
」
(
三
二
六
条
四
号
)
に
常
に
該
当
す
る

の
で
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
形
式
的
に
考
え
れ
ば
、
免
責
決
議

は
ま
さ
に
社
債
権
者
の
「
一
般
の
利
益
L

に
反
す
る
と
も
思
わ
れ
る
。

そ
う
す
る
と
、
た
と
え
免
責
決
議
が
な
さ
れ
て
も
常
に
不
認
可
と
い
う

こ
と
に
な
り
、
結
局
、
多
数
決
に
よ
る
免
責
は
認
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
多
数
決
に
よ
る
免
責
決
議
が
効
力
を
生
じ
反
対
者
を
含
め

て
拘
束
す
る
の
は
、
四
号
の
不
認
可
事
自
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
裁

判
所
に
よ
り
認
可
決
定
が
な
さ
れ
、
即
時
抗
告
も
さ
れ
ず
に
確
定
し
た

例
外
的
な
場
合
だ
け
で
あ
ろ
列
(
非
訟
一
三
五
条
ノ
一
九
第
二
項
・
一

二
九
条
ノ
四
・
二
一
一
二
条
ノ
五
第
三
項
)
。

確
か
に
形
式
的
に
は
免
責
決
議
は
社
債
権
者
一
般
の
利
益
に
反
す
る

と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
社
債
権
者
集
会
の
決
議
に
よ
り
社
債
の
元
利

金
の
切
り
下
げ
さ
え
許
さ
れ
る
の
に
、
社
債
管
理
会
社
の
免
責
は
ど
う

し
て
許
さ
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
発
行
会
社
に
対
す
る
資
任
の
減
免
は
、

財
政
状
態
の
悪
化
し
た
発
行
会
社
の
再
建
を
可
能
に
し
、
責
任
の
減
免

に
応
じ
ず
に
発
行
会
社
を
破
綻
に
追
い
込
ん
だ
場
合
よ
り
も
、
よ
り
多

く
の
回
収
が
期
待
で
き
る
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
責
任
の
減
免
に
よ
っ

て
利
益
を
得
る
こ
と
が
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
責
任
の
減
免

二
三
七



が
社
債
権
者
一
般
の
利
益
に
反
し
な
い
場
合
が
肯
定
さ
れ
る
。
会
社
更

生
な
ど
を
考
え
れ
ば
容
易
に
理
解
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
社
債
管
理
会

社
の
免
責
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
事
情
は
考
え
ら
れ
な
い
。
社
債
管
理

会
社
を
免
資
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
に
社
債
権
者
が
利
益
を
得
る
場

合
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
利
益
を
ど
う
と
ら
え
る
か
に
よ
る
が
、
当
該
社

債
権
に
関
し
て
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
免
責
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、

社
債
管
理
会
社
の
手
数
料
を
低
減
す
る
要
素
と
は
な
り
得
る
が
、
そ
れ

を
当
該
社
債
権
に
つ
い
て
社
債
権
者
一
般
の
利
益
に
反
し
な
い
も
の
と

言
う
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
更
に
、
多
数
決
に
よ
る
責
任

の
免
除
を
認
め
る
場
合
、
明
文
の
規
定
が
あ
る
の
が
一
般
的
だ
と
い
う

こ
と
も
結
論
を
否
定
的
に
解
す
る
理
由
の
一
つ
と
な
り
得
る
(
三

O
九

条
ノ
二
・
二
六
六
条
六
項
等
参
照
)
。

と
こ
ろ
で
、
も
し
仮
に
免
責
決
議
が
認
可
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
得
る

と
い
う
こ
と
を
前
提
と
す
る
と
、
ど
の
よ
う
に
決
議
事
項
と
し
て
社
債

権
者
集
会
に
上
程
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。
ま
ず
寸
社
債
権
者
ノ
利
害

二
重
大
ナ
ル
関
係
ヲ
有
ス
ル
事
項
」
と
し
て
裁
判
所
の
許
可
を
得
る
方

法
が
あ
る
(
一
一
二
九
条
)
。
何
が
「
章
一
大
」
か
に
つ
い
て
は
、
総
社
債
権

者
の
た
め
に
利
害
関
係
あ
る
事
項
で
、
た
と
え
一
部
の
社
債
権
者
の
利

益
に
反
し
て
も
、
決
議
を
な
し
う
べ
き
も
の
と
す
る
価
値
を
有
す
る
も

(
日
円
〉

の
と
い
う
学
説
が
あ
り
、
具
体
的
場
合
に
よ
っ
て
許
可
さ
れ
な
い
可
能

性
は
残
る
。
そ
こ
で
、
裁
判
所
の
許
可
を
得
ず
に
決
議
事
項
と
し
た
い

場
合
に
は
、
も
し
担
保
附
社
債
の
場
合
で
あ
れ
ば
信
託
契
約
に
決
議
事

/¥ 

(
一
回
)

項
と
し
て
定
め
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
(
担
信
法
五
八
条
)
。
そ
の
よ
う

な
規
定
の
な
い
無
担
保
社
債
の
場
合
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
無
担
保

社
債
の
社
債
申
込
証
の
記
載
そ
の
他
社
債
の
契
約
条
件
で
、
法
定
決
議

事
項
以
外
を
決
議
事
項
と
定
め
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
一
二
一
九
条

の
法
意
に
反
す
る
も
の
と
し
て
無
効
で
あ
り
法
的
に
は
裁
判
所
の
許
可

が
必
要
と
い
う
学
説
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
決
議
事
項
を
法
定
し
て
い
る
趣
旨
は
、
多
数
決
に
よ
り

少
数
社
債
権
者
の
権
利
が
不
当
に
饗
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら

(
多
数
決
制
の
弊
害
)
、
社
債
権
者
の
個
々
の
同
意
な
し
に
反
対
者
も
含

め
て
多
数
決
に
よ
り
拘
束
す
る
事
項
は
、
集
団
的
処
理
が
必
要
な
事
項

と
し
て
法
定
さ
れ
た
も
の
に
限
ら
れ
る
と
い
う
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、
①
担
保
附
社
債
と
無
担
保
社
債
と
で
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が

生
ず
る
の
は
妥
当
で
な
い
乙
日
、
②
少
な
く
と
も
社
債
管
理
委
託
契
約

で
定
め
て
社
債
申
込
証
に
決
議
事
項
と
し
て
記
載
し
て
お
け
ば
、
社
債

権
者
と
し
て
は
そ
の
こ
と
を
了
承
し
て
社
債
権
者
に
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
、
③
決
議
の
効
力
発
生
に
は
裁
判
所
の
認
可
が
必
要
で
あ
る

こ
と
等
か
ら
考
え
て
、
社
債
管
理
委
託
契
約
に
決
議
事
項
と
し
て
定
め

て
お
け
ば
、
裁
判
所
の
許
可
を
得
な
く
と
も
決
議
事
項
と
し
て
よ
い
と

解
す
る
余
地
が
あ
ろ
(
刊
。
そ
う
す
る
と
裁
判
所
の
許
可
を
得
た
決
議
事

項
の
場
合
、
決
議
方
法
は
特
別
決
議
と
な
る
が
、
社
債
管
理
委
託
契
約

ま
た
は
信
託
契
約
に
定
め
た
決
議
事
項
の
場
合
、
決
議
方
法
は
特
約
な

き
限
り
普
通
決
議
と
な
る
(
一
ニ
ニ
四
条
、
担
信
法
六

O
条
)
。
免
責
決
議



が
普
通
決
議
で
も
な
さ
れ
得
る
こ
と
は
諸
外
国
と
比
べ
て
も
異
例
と
い

え
よ
う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
決
議
の
効
力
発
生
に
は
裁
判
所
の
認
可
を

要
す
る
の
で
(
一
一
一
二
七
条
)
、
少
数
者
の
利
益
の
保
護
は
裁
判
所
の
後
見

的
監
督
に
よ
り
な
さ
れ
る
と
解
す
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
冒
頭
に
挙

げ
た
、
適
時
に
発
行
会
社
の
財
産
の
仮
差
押
え
等
を
行
え
ば
社
債
権
の

回
収
が
図
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
怠
っ
た
た
め
に
社
債
の
償

還
が
不
能
と
な
り
、
社
債
権
者
が
損
害
を
被
っ
た
場
合
の
社
債
管
理
会

社
の
損
害
賠
償
責
任
の
例
の
よ
う
に
、
、
社
債
管
理
会
社
を
免
責
す
る
こ

と
が
経
済
的
に
は
社
債
の
元
利
金
を
切
り
下
げ
戸
る
こ
と
と
等
価
関
係
に

あ
る
場
合
に
は
、
社
債
権
の
処
分
に
繋
が
る
事
項
が
特
別
決
議
と
さ
れ

る
こ
と
と
の
均
衡
か
ら
も
(
三

O
九
条
ノ
二
第
一
項
、
一
二
二
四
条
)
、
免

資
が
普
通
決
議
で
行
え
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
結
論
を
是
認
す
る
に
は
、
や
は
り
裁
判
所
の
認
可
と
い
う
後
見
的

監
督
を
強
調
す
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

四

免
責
条
項
の
許
容
性

社
債
権
者
集
会
に
よ
る
免
責
決
議
を
事
後
の
免
責
と
す
れ
ば
、
事
前

の
免
責
と
し
て
社
債
管
理
会
社
の
善
管
注
意
義
務
の
程
度
を
軽
減
し
た

り
そ
の
対
象
と
な
る
事
務
の
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
り
義
務
違
反

を
間
わ
れ
に
く
く
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
免
責
条
項
で

あ
る
。

「
社
債
管
理
会
社
の
免
責
に
つ
い
て
L

免
責
条
項
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
条
項
は
有
効
と
い

え
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
社
債
権
者
保
護
の
見
地
か
ら
、
法
定
の
注

意
義
務
を
軽
減
す
る
こ
と
や
権
限
の
範
囲
を
縮
小
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

ム
ペ
川
m
w
d

な
い
と
解
さ
れ
号
。
法
は
社
債
権
者
保
護
の
最
低
限
度
を
規
定
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
免
責
条
項
は
一
切
許
さ
れ
な
い
の
か
。

約
定
権
限
も
権
限
と
し
て
社
債
管
理
会
社
に
与
え
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
権

限
行
使
に
つ
き
社
債
権
者
と
の
関
係
で
善
管
注
意
義
務
を
負

i
料
、
そ

も
そ
も
約
定
権
限
を
付
与
す
る
か
ど
う
か
は
自
由
な
の
で
、
約
定
権
限

を
付
与
し
つ
つ
も
そ
の
行
使
義
務
を
負
わ
な
い
よ
う
な
規
定
に
よ
り
注

意
義
務
の
軽
減
を
図
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
と
解
す
る
。
た
だ
、
そ
の
内

容
が
異
例
な
場
合
に
は
、
社
債
契
約
は
典
型
的
な
附
合
契
約
な
の
で
約

款
の
拘
束
力
と
い
う
点
で
、
社
債
権
者
に
対
し
て
そ
の
有
効
性
を
主
張

し
う
る
か
否
か
と
い
う
問
題
は
残
到
。
約
定
権
限
に
関
し
て
注
意
義
務

を
軽
減
し
て
も
、
一
二

O
九
条
乃
至
一
ニ

O
九
条
ノ
三
に
よ
っ
て
社
債
管
理

会
社
に
付
与
さ
れ
た
権
限
は
広
範
な
も
の
な
の
で
、
約
定
権
限
の
行
使

と
し
て
は
注
意
義
務
違
反
は
生
じ
な
い
が
、
法
定
権
限
と
の
関
係
で
善

管
注
意
義
務
違
反
を
生
じ
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
約
定
に

よ
る
財
務
制
限
条
項
の
違
反
の
監
視
の
た
め
に
約
定
調
査
権
を
行
使
す

る
義
務
は
な
い
と
し
て
も
、
三

O
九
条
の
債
権
保
全
権
限
行
使
と
の
関

係
で
一
ニ

O
九
条
ノ
三
の
調
査
権
の
行
使
義
務
を
生
ず
る
こ
と
が
あ
り
え

ト
品
〉
つ
/
。

以
上
の
こ
と
は
、
担
信
法
上
の
受
託
会
社
に
も
ほ
ぼ
妥
当
す
る
も
の

二
三
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で
あ
る
(
拐
信
法
ニ
条
・
六
八
条
・
六
九
条
)
。
信
託
事
項
お
よ
び
信
託

事
項
以
外
で
受
託
会
社
の
権
限
(
お
よ
び
義
務
)
で
あ
る
こ
と
が
担
信

法
上
明
定
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
事
務
処
理
に
つ
い
て
は
、
委
託
会
社

お
よ
び
社
債
権
者
を
保
護
す
る
た
め
善
管
注
意
義
務
を
軽
減
す
る
旨
の

特
約
は
許
容
さ
れ
ず
、
信
託
事
項
以
外
で
担
信
法
上
も
特
に
規
定
が
な

く
、
任
意
的
記
載
事
項
と
し
て
信
託
証
書
に
記
載
さ
れ
る
受
託
会
社
の

事
務
処
理
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
項
を
信
託
証
書
に
記
載
す
る
か
否
か

が
当
事
者
の
自
由
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
限
り
、
韓
首
管
注
意
義
務
を
軽
減

す
る
こ
と
も
許
容
さ
れ
よ
刊
。

結
局
、
商
法
お
よ
び
担
信
法
で
明
定
さ
れ
た
権
限
お
よ
び
義
務
に
つ

い
て
は
、
そ
の
権
限
の
範
囲
を
縮
小
し
た
り
義
務
の
程
度
を
軽
減
す
る

免
責
条
項
は
社
債
権
者
保
護
の
見
地
か
ら
許
き
れ
な
い
と
い
え
る
。

五

お
わ
り
に

広
範
な
免
責
条
項
が
認
め
ら
れ
、
不
履
行
発
生
前
は
忠
実
義
務
を
負

わ
な
い
米
閣
の
受
託
会
社
と
比
べ
る
と
、
わ
が
国
の
社
債
管
理
会
社
は

調
査
穣
限
も
法
定
き
れ
て
お
り
、
か
っ
、
包
括
的
な
善
管
注
意
義
務
を

負
っ
て
い
る
点
で
、
厳
し
い
責
任
を
課
さ
れ
て
い
る
と
い
上
初
。
そ
し

て
、
社
債
管
理
会
社
の
責
任
に
関
し
て
社
債
権
者
集
会
に
よ
る
免
責
決

議
が
現
行
法
上
許
さ
れ
る
か
は
極
め
て
疑
わ
し
く
、
ま
た
、
免
責
条
項

に
よ
り
法
定
権
限
お
よ
び
義
務
を
縮
小
・
軽
減
す
る
こ
と
も
許
き
れ
な

ニ
四

O

ぃ
。
し
か
も
、
社
債
管
理
会
社
は
発
行
会
社
が
財
務
制
限
条
項
に
違
反

し
た
と
き
に
期
限
の
利
益
を
喪
失
さ
せ
る
べ
き
か
ど
う
か
等
、
大
き
な

リ
ス
ク
を
負
っ
て
デ
リ
ケ
ー
ト
な
判
断
を
な
す
こ
と
を
追
ら
札
制
。
結

果
的
に
そ
の
判
断
が
誤
り
で
あ
っ
た
場
合
で
も
、
簡
単
に
養
管
注
意
義

務
違
反
を
問
う
べ
き
で
は
な
か
弘
刊
。

善
管
注
意
義
務
と
い
っ
て
も
、
そ
の
内
容
は
個
々
の
場
合
に
必
ず
し

も
明
ら
か
と
は
言
え
ず
、
具
体
的
な
場
合
に
ど
の
程
度
の
義
務
を
負
う

か
は
解
釈
論
に
委
ね
ら
れ
て
比
例
。
社
債
管
理
会
社
の
免
責
と
い
う
こ

と
も
、
も
し
そ
れ
が
必
要
な
ら
ば
、
善
管
注
意
義
務
の
解
釈
論
の
中
に

解
消
さ
せ
て
い
く
の
が
現
行
法
上
は
適
切
な
行
き
方
で
は
あ
る
ま
い

，刀。
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正
の
論
点
八
三
頁
{
昭
六
二
)
参
照
。

(3)

江
頭
憲
治
郎
勺
受
託
会
社
L

私
法
第
五
一
号
七
五
百
H

(

平
元
)
参
照
。

(4)

側
資
本
市
場
研
究
会
編
・
社
債
発
行
市
場
の
在
り
方
に
つ
い
て
|
証
券
取

引
審
議
会
報
告

I
コ
一
二
頁
(
昭
六
二
)
、
落
合
誠
一
寸
社
債
受
託
」
池
原
季
雄
編
・

図
際
信
託
の
実
務
と
法
理
論
一

O
一
一
員
(
平
二
)
。

(
5
V

米
国
で
社
債
の
受
託
会
社
に
広
範
な
免
責
を
与
え
る
の
も
、
受
託
事
務
の

負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
に
よ
り
報
酬
が
高
額
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
だ

と
い
わ
れ
て
い
る
(
江
頭
憲
治
郎
1

社
債
の
管
理
に
関
す
る
受
託
会
社
の
義
務



と
寅
任
し
鴻
常
夫
先
生
還
暦
記
念
・
八
寸
年
代
商
事
法
の
諸
相
一
二
九
頁
(
昭

六
O
)
参
照
)
。
尚
、
落
合
誠
一
「
社
償
法
全
面
改
正
問
題
の
若
干
の
検
討
」
(
商

事
法
務
一
O
九
六
号
)
前
掲
注

ω社
償
法
改
正
の
論
点
六
七
頁
(
校
二
O
)
参

照。
(
6
)

商
法
一
二
一
一
条
/
二
第
二
項
但
書
に
つ
い
て
社
債
権
者
の
免
責
要
件
と
い

う
こ
と
が
一
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
挙
証
責
任
の
転
換
規
定
で
あ
り
、

本
稿
で
扱
う
資
任
免
除
の
問
題
と
は
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
7
)

長
谷
川
正
名
「
社
償
法
務
備
改
善
の
考
え
方
」
(
商
事
法
務
一
O
九
一
口
守
)

前
掲
注

ω社
債
法
改
正
の
論
点
五
O
|
五
一
一
貝
。

(8)

植
村
啓
治
郎
「
イ
ギ
リ
ス
社
債
法
に
お
け
る
受
託
者
制
度
信
託
法
理
利

用
の
側
面
か
ら

i
」
法
経
論
集
(
佐
賀
大
)
一
一
一
一
巻
一
号
一
五
六
貰
(
昭
間
二
。

(
9
)

実
態
も
含
め
た
欧
米
の
社
債
制
度
に
つ
い
て
は
、
鮒
公
社
債
引
受
協
会
・

欧
米
社
債
調
資
団
報
告
書
i
社
債
制
度
と
そ
の
運
用
の
実
態
|
(
昭
六
二
お
よ

び
向
・
欧
米
社
債
制
度
視
察
団
報
告
書
(
昭
六
一
)
参
照
。

(
刊
)
江
一
般
憲
治
郎
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
信
託
証
書
法
の
概
説
(
そ
の
一
)
」
公
社

債
月
報
・
昭
和
六
二
年
六
月
号
一
八
真
。
一
九
三
九
年
信
託
証
書
法
の
制
定
の

沿
革
に
つ
い
て
は
、
藤
井
俊
雄
「
ア
メ
リ
カ
社
債
法
に
お
け
る
受
託
会
社
の
地

位
L

法
経
学
会
雑
誌
(
関
山
大
)
二
七
号
一
二
五

l
一
六
一
一
良
(
昭
一
一
二
三
、

H
b
c
z

F
C凹
m
h
w
]
D
巳
∞
包
括
ヨ
ω
p
m開山門リピ何回、同日開印
M
N
開。
d
F
〉
叶
H

C

Z

〈。
-

H

〈

】印坦
M
H
5
{
)

号
(
印
吋
血
伶
仏
同
国
由
C
)

。

(
日
)
叶
三
由
同
日
口
弘

g
g
E
〉
円
円
。
同
日
申
ω少

E
C・
∞
円
い
〉
ミ
ゴ
印
刷
5
4
N
N
N
(
H
U
宏
)

(
ロ
)
江
頭
・
前
掲
注
側
一
九
百
民
。

(
ね
)
山
明
。
品
内
『
問
}
∞
o
n
z
コt
g
F
ω
耳
河
O
H
U
。
吋
同
町
吋
(
わ
の
出
)

A

}

品一山喝申()向山
-

H

印

(
H
H
)

同
日
ロ

ωゎ
・
〉
・
叶
吋
。
。
。

(
日
)
木
下
毅
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
信
託
証
書
法
第
一
三
五
条
の
研
究
|
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
信
託
証
書
法
の
研
究

m
l」
公
社
債
月
報
・
昭
和
六
二
年
一
二
月
号

「
社
債
管
理
会
社
の
免
責
に
つ
い
て
」

一一

l
一
二
賞
、
江
頭
・
前
掲
注

ω二
一
八

i
一
二
九
員
。
以
下
の
条
文
の
訳
語

な
ど
は
こ
れ
ら
の
論
文
を
参
照
し
た
。

(
日
山
)
ロ
ピ
・
印
わ
〉
ゴ
。
。
。
(
仏
)

(
口
)
不
強
行
(
早
良
E
M
X
)
は
、
実
際
に
は
、
信
託
証
書
に
定
め
ら
れ
て
い
る
「
期

限
の
利
益
喪
失
事
由
し
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
江
頭
・
前
掲
注
川
町
ご
一
一

三
百
円
波
岡
山
参
照
。

(

M

M

)

H

山口・

ωわ
〉
・
コ
。
。
。
(
仏
)
(
同
)
・
木
下
・
前
掲
注

ω一
一
一
一
貝
、
江
頭
・
前
掲
注

ω二
一
九
頁
。

(
川
口

)
5
d・ω
h・
〉
・
叶
叶
。
。
。
(
釦
)
(
同
)

(
山
山
)
可
『
ロ
ザ
認
可
。
。
P
円
問
者
間
口
弘
司

g
n昨
日
円
。
。
コ
ロ
Hqzmw昨
日
。
ロ
丘
町
吉
田
口
円
。
N
N
∞

(回申∞{))

(紅

)
5
d
ω
わ
〉
吋
吋
O
C
O
(
由)
(

N

)

(
泣
)
木
下
・
前
掲
注

ω五
頁
。

(
幻
)
]
印
ロ
∞
(
い
〉
コ
。
。
。
(
円
)
江
頭
・
前
掲
波

ω一
二
八
頁
。

(M)

同
日
ロ

ω・〔U
〉
吋
叶
。
。
。
(
再
)
(
印
)
・

(
お
)
木
下
・
前
掲
注

ω七
頁
、
九
支
注
問
。

(お
)

H

印
己

-mn・
〉
吋
叶
0
0
0
(
『)

(
幻
)
例
え
ば
、

n
g
g
《
凶
広
告
】
丹
条
項
が
通
常
の
借
入
契
約
に
擬
入
さ
れ
る
こ
と

が
実
務
上
多
い
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
些
細
な
不
履
行
が
明
ら
か
に
な
っ
て
も
、

発
行
会
社
を
一
挙
に
窮
地
に
追
い
込
む
可
能
性
が
あ
る
。
ぜ
司
ocpω
口
百
円
出
ロ
。
芯

(
N
C
)
N
N品

(
お
)
法
改
正
に
つ
い
て
は
、
明
田
川
昌
幸
寸
米
国
連
邦
信
託
証
書
法
の
改
正
に

つ
い
て
(
上
〕
〔
下
〕
」
商
事
法
務
一
二
五
六
号
二
ハ
一
員
以
下
・
一
二
五
七
号
二

五
頁
以
下
(
平
三
)
、
永
野
竜
樹
「
米
国
に
お
け
る
ト
ラ
ス
テ
ィ

l
制
度
(
社
債

受
託
制
度
)
の
現
状
と
課
題
」
信
託
一
六
五
号
五
二
|
六
O
頁
参
照
。

(
却
)
円
と
の
・
∞
-
。
。
君
。
吋
唱
M
J
J
口
乱
立

2
。『
H
f
由。品。

s
n
c
g百
出
口
可
戸
同
君
ω∞日(印任

四



怠
-HSN)・
植
村
・
前
掲
注
側
一
五
一
頁
。
発
行
会
社
の
財
務
状
態
の
監
視
と

い
う
点
に
つ
い
て
は
、
現
在
で
も
、
信
託
証
書
の
定
め
に
よ
り
発
行
会
社
の
財

務
状
態
の
監
視
義
務
は
か
な
り
程
度
の
緩
い
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
活
発
な
番

犬(曲
2
2
0
唱
え
nrι
。四
m)
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
(
巧
c。
門
戸
建
湾
即
時
5
Z

{Nq)NNN)
。

(
初
)
植
村
・
前
掲
注

ω一
五
一
一
貝
。

(
幻
)
。
。
君
。
『
唱
曲
信
司
『
国

EO常
食
品
)ω
∞
N'
∞出回]田町己『山、増田

ω
g
z
z明
。
叫
何
回
開

-
E広

告
品
者
同
}
g
N∞
∞
口
。
丹
市
田
{
丘
町

a
-
同由∞印

)

w

阿川回目
g
R
d
{
U
o
g司
ロ
ミ

F出
者
〈
。
』
-

N"
一-u
・同町一日

(Nm-EHO也・同申申
N)・

(
叩
剖
)
具
体
的
に
は
、
通
常
の
慎
重
な
職
業
人
が
自
己
の
業
務
を
扱
う
場
合
と
同

様
に
事
務
を
取
り
扱
う
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
超
え
て
更
に
用
心
深

く
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
。
詳
し
く
は
、
∞
白
色
町
甘
口
同
日
刊
が

ω仲間宮仲間目。時

間出向
z
a
s晶
君
主
巾
明
日
∞
∞
ロ
2
g
s
§
包
・
お
∞
印
}
参
照
。

(
お
)
。
。
電
R
・
8
唱町田口。

g
Q申)ω
∞N
・
一
九
二
条
は
、
免
責
条
項
は
規
制
す
る

が
、
受
託
者
に
権
限
や
裁
最
を
付
与
す
る
信
託
証
替
の
条
項
ぞ
れ
自
体
に
つ
い

て
は
規
制
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
関
条
の
文
言
上
は
、
信
託
証
書
の
条
項
が

受
託
者
に
与
え
た
権
限
や
裁
量
が
如
何
に
広
範
で
も
、
一
九
二
条
に
よ
り
そ
れ

ら
を
無
効
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
も
恩
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
英
国
法

を
準
拠
法
と
し
た
ユ

l
ロ
債
の
信
託
証
書
で
は
、
受
託
者
に
広
範
な
権
限
と
裁

量
と
を
付
与
し
、
そ
れ
ら
を
「
絶
対
か
つ
制
約
の
な
い
」
も
の
と
規
定
す
る
こ

と
に
よ
り
、
責
任
を
追
求
さ
れ
に
く
く
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
り
本

当
に
一
九
二
条
の
規
制
を
潜
脱
で
き
る
の
か
は
疑
わ
し
い
と
い
え
る
(
初
白
誌
の
・

4
2
5
0
r
c
c
p
、阿，
F
O
F曲
者
副
口
内
同
月
周
尚
三
田
氏
。
=
。
内
同
ロ
片
側
同
ロ
回
目
い
円
。
口
同
}
司
山
田
知
EHO

NU∞
1NhRN{阿国喧]「}。

(
引
訓
)
巧
s
p
g司
g
z
o
S
3
3
M
M∞
h

g
片岡吋巾可還。
a
P
E
R
-
o
m君。
2
F
h
F

認
。
吋
需
の
。
ョ
古
田
口
可

E
唱
由
印
品

(
z
a
H
a
-
沼
田
戸
}
也
市
出
HER.曲
。
。
ョ
古
田
知
可

二
回
二

F担
唱
〈
。
-
・

M
L
M・
H間同

(N問
答
。
品

HSN}・

(
お
)
詳
し
く
は
、
お
出
色
田
宮
ミ
.
田

E
S
5
2
え
開
口
岡
山
曲
目
民
自
品
名
曲
目
2

8品

宏伸

E
a・同由国印刷
Nagzo)・

(
お
)
わ
出
口
白
内
回
目
切
g
g
g
m
n。号。『知昨日
C
口
明
〉
2
m
-
ω
-
n
z∞
p
n
-
nム品

(
幻
)
巧
。
。
且
w

田
口
宮
司
曲
目
。
件
。

(NSNNω
・

(
お
)
出
血
司
弓

ω。=同
F
R
E
D門
戸
司
g
m
O吋
伶
∞
zdq国
立
。
。
自
古
田
口
可
戸
句
唱
え

p
s
e
副会
l
g∞
s
p
a
-
5
3・

(
鈎
)
叶
『
E
田件。。〉
2
・河・

ω・
0
・
5
由
p
n・斗
-
N
h
p

由・
8

(
州
制

)
ω
。匡同町。吋}州出回《伊印ロ切『白出。円相

(ω
∞)臼品∞-

(H叫
)
H
F
S
.

(
門
出

)
H
F
E
.

(
ぬ
)
江
頭
憲
治
郎
吋
無
担
保
社
債
の
管
理
に
つ
い
て
L

文
研
論
集
(
生
命
保
険

文
化
研
究
所
)
八

O
号
一
九

O
頁
(
昭
六
一
己
、
赤
堀
〔
渋
谷
〕
光
子
・
注
釈
会

社
法
的
一
五
一
頁
(
昭
四
六
)
。

(
H
H
)

前
田
庸
「
平
成
五
年
商
法
等
の
改
正
要
綱
に
つ
い
て
〔
中
)
L

商
事
法
務
一

一
一
二
六
号
一
七
頁
(
平
五
)
。

{
必
)
江
頭
・
前
掲
注

ω一
四
回
頁
、
赤
堀
・
前
掲
注
側
一
五
二
|
一
五
三
頁
、

小
林
憲
一
・
担
保
附
社
債
信
託
法
一
一
一
一
七

l
二
二
八
頁
(
昭
四
九
九

(
必
)
前
掲
注
附
刷
に
掲
げ
た
文
献
の
ほ
か
、
江
頭
憲
治
郎
・
新
版
注
釈
会
社
法

ω

四
四
八
|
四
五

O
頁
(
平
一
否
、
岡
光
民
雄
・
逐
条
新
担
保
附
社
債
帰
国
託
法
問
=
一

四
頁
・
問
一
ニ
八
頁
(
平
六
)
参
照
。

(
円
引
)
阿
光
ニ
別
掲
注
側
と
悶
館
所
。
藤
田
友
敬
「
社
債
権
者
集
会
と
多
数
決
に

よ
る
社
債
の
内
容
の
変
更
」
鴻
常
夫
先
生
古
稀
記
念
・
現
代
企
業
立
法
の
軌
跡

と
展
望
二
四
三
頁
注
側
(
平
七
)
参
照
。

(
必
)
こ
の
よ
う
に
理
論
的
に
は
社
債
権
者
集
会
の
決
議
に
免
素
的
効
果
は
認
め

ら
れ
な
い
と
解
す
る
が
、
決
議
を
得
て
お
け
ば
実
際
上
善
管
注
意
義
務
違
反
を



問
わ
れ
に
く
い
と
い
う
と
と
に
着
目
す
る
と
、
例
え
ば
、
裁
判
外
の
和
解
に
応

じ
る
場
合
(
一
一
一

O
九
条
ノ
ニ
第
一
項
一
号
)
の
み
な
ら
ず
、
発
行
会
社
か
ら
の

和
解
の
申
し
出
に
応
じ
な
い
場
合
に
も
、
そ
の
旨
の
決
議
を
待
て
お
き
た
い
と

い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
「
行
為
ヲ
為
ス
ニ

ハ
」
と
い
与
条
文
の
文
言
か
ら
は
難
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
投
資

者
た
る
社
債
権
者
の
判
断
を
問
う
こ
と
を
許
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
和

解
な
ど
一
一
一

O
九
条
ノ
ニ
の
権
限
行
使
が
問
題
と
な
る
よ
う
な
場
合
、
発
行
会
社

の
財
政
状
況
は
悪
化
し
て
お
り
、
社
債
権
の
満
足
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
解
釈
が
附
難
で
あ
れ
ば
、
裁
判
所
の
許
可

を
得
て
社
債
権
者
集
会
を
招
集
す
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
(
一
一
二
九
条
)
心

(
凶
日
)
古
口
戒
修
一
「
平
成
五
年
改
正
商
法
の
解
説

ωL
商
事
法
務
二
二
一
ニ
三
日
守
二

五
頁
(
一
千
五
)
。

(
印
)
士
口
減
・
前
掲
注
附
二
閲
覧
。

(
日
)
社
債
の
悶
体
性
を
強
調
す
る
な
ら
ば
初
出
問
権
者
集
会
の
決
議
で
免
費
を
認

め
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
見
解
と
し
て
、
神
作
裕
之
「
社

債
管
理
会
社
の
法
的
地
位
」
前
掲
校
側
・
鴻
古
稀
記
念
一
一
一
一
一
良
(
平
七
三

(
臼
)
鴻
常
夫
・
社
債
法
一
七
六
支
(
昭
三
三
)
。
決
議
不
認
可
一
事
由
の
ひ
と
つ
に

な
り
う
る
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。

(
日
)
決
議
の
認
可
後
は
、
決
議
取
消
の
一
添
え
は
勿
論
、
決
議
無
効
確
認
の
訴
え

も
許
さ
れ
伝
い
と
い
う
通
説
(
鴻
・
前
掲
注
側
一
九

0
・
一
九
五
頁
)
に
よ
れ

ば
本
文
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
が
、
内
容
上
違
法
な
決
議
は
認
可
に
よ
り
有
効
に

な
る
も
の
で
は
な
く
、
認
可
後
も
誰
で
も
そ
の
無
効
を
主
張
で
き
る
と
い
う
学

説
(
石
井
照
久
・
会
社
法
下
巻
一
一
一
一
九
頁
(
昭
四
二
)
、
松
本
ゑ
治
・
増
補
註
釈

株
式
会
社
法
二

O
七
(
昭
二
四
)
、
山
本
経
一
「
社
債
権
者
の
団
体
性
し
株
式
会

社
法
議
慾
V
一
六
五
一
頁
(
昭
三
四
)
、
西
本
交
了
社
債
法
論
一
七
八
頁
(
昭

二一

O))
に
よ
れ
ば
、
決
議
の
鉱
山
効
を
主
張
し
て
社
債
管
理
会
社
の
責
任
を
追
求

「
社
債
管
理
会
社
の
免
責
に
つ
い
て
L

で
き
る
-
-
と
に
な
ろ
う
。

(
日
)
山
本
仲
間
一
・
校
釈
会
社
法
的
一
一
一
六
二
一
良
、
前
田
勝
・
新
版
注
釈
会
社
法

ω

一
五
二
頁
(
昭
六
三
)
。
尚
、
鴻
・
前
掲
一
印
刷
間
一
七
六
頁
は
、
裁
判
所
の
許
可
が

あ
れ
ば
ど
の
よ
う
な
事
項
に
つ
い
て
も
決
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

(
一
ぬ
)
一
信
託
契
約
に
よ
り
決
滋
事
項
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
の
範
凶
に
つ
い

て
は
、
公
益
を
害
し
な
い
限
り
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
も
信
託
契
約
に
よ
り
決
議

事
項
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
石
井
・
前
掲
注

ω一
一
一
一
六
真
、
鴻
-
前
掲
注

ω

一
七
七
夜
、
山
本
・
前
掲
波

ω三
六
回
賞
、
小
林
・
前
掲
、
従

ω一
一
九
頁
)
と

か
、
公
序
良
俗
違
反
そ
の
他
法
令
の
強
行
法
規
に
反
し
な
い
限
り
阿
倍
託
契
約
で

決
議
事
項
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
前
一
出
席
・
新
版
注
釈
会
社
法

ω問
。
七
頁
)

な
ど
非
常
に
広
く
解
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
問
光
・
前
掲
注
側
三
七
一
頁
は
、

無
担
保
社
債
の
場
合
は
社
債
管
理
委
託
契
約
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
決
議
事
項

を
追
加
す
る
こ
と
は
で
き
ず
常
に
裁
判
所
の
許
可
が
必
要
に
な
る
と
の
解
釈
を

前
提
に
、
そ
れ
と
の
平
灰
か
ら
、
担
保
付
社
僚
の
信
託
契
約
で
追
加
で
き
る
決

議
事
項
は
狭
義
の
信
託
契
約
に
お
い
て
決
定
す
る
こ
と
の
で
き
る
事
項
、
即
ち

担
保
に
開
附
す
る
事
項
で
あ
り
、
社
債
管
理
に
関
す
る
事
項
は
定
め
得
な
い
と
す

7hvo 

(
お
)
波
辺
好
人
・
判
例
学
説
を
中
心
と
せ
る
新
会
社
法
要
論
七
六
二
支
(
昭
一

一
二
)
、
山
本
・
前
掲
注
側
一
一
一
六
一
一
一
頁
。

(
幻
)
少
な
く
と
も
法
文
の
文
一
一
世
一
両
上
は
、
無
担
保
社
債
の
場
合
は
具
体
的
に
法
定

さ
れ
た
決
議
事
項
以
外
は
裁
判
所
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
社
僕
権
者
集
会
の
決

議
事
項
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
対
し
て
(
潟
三
一
九
条
)
、
相
一
保
附
社
債

の
場
合
は
信
託
契
約
に
定
め
て
お
け
ば
具
体
的
に
法
定
さ
れ
た
決
議
事
項
以
外

に
も
裁
判
所
の
許
可
を
得
る
こ
と
な
く
決
議
事
項
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
担

信
法
五
八
条
)
と
い
う
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
生
じ
て
い
る
。
解
釈
論
と
し
て
は
、

こ
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
合
線
的
に
正
当
化
す
る
か
、
そ
れ
が
無
理
な
ら
ば
、
無

四



担
保
社
債
の
場
合
に
合
わ
せ
て
信
託
契
約
に
よ
り
追
加
で
き
る
決
議
事
項
を
担

保
に
関
す
る
事
項
の
み
と
限
定
的
に
解
す
る
か
(
前
掲
注
目
闘
参
照
)
、
ま
た
は
、

担
保
附
社
債
の
場
合
に
合
わ
せ
て
無
担
保
社
債
も
社
債
管
理
委
託
契
約
に
定
め

て
お
け
ば
裁
判
所
の
許
可
を
得
な
い
で
決
議
事
項
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解

す
る
か
(
後
掲
注
側
参
照
)
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。

(
お
〉
前

m・
前
崎
両
注
川
附
二
回
真
、
鈴
木
竹
雄
l
竹
内
昭
夫
・
会
社
法
(
第
三
版
〕

問
問
七
四
頁
(
平
六
)
。
反
対
、
岡
光
・
前
掲
校
側
一
一
七
二
見
。

(
叩
刊
)
正
亀
燈
介
J
位
償
法
の
改
正
L

判
例
タ
イ
ム
ズ
八
三
九
号
九
七
頁
(
平
六
)
。

(ω)
江
頭
・
前
掲
注

ω七
五
頁
、
前
回
・
前
回
向
注
附
一
七
一
良
・
一
九
夏
、
別
問

法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
一
一
一
二
号
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
会
社
法
2

〔
第
五
絞
〕
一

九
二
頁
(
帯
主
ハ
)
〔
藤
井
俊
雄
〕
。

(
門
別
)
江
頭
憲
治
郎
・
新
版
注
釈
会
社
法

ω四
五
一
頁
参
照
。

(
m
U
)

江
頭
・
前
仰
向
注
削
二
八
七
頁
・
四
五
一
頁
、
赤
堀
・
前
掲
法

ω一一二一一一
i
一

一
一
一
回
官
民
・
一
一
九
五
一
貝
、
問
光
・
前
掲
注
側
一
八
七
百
対
。

(
m
w
)

山
本
茂
寸
社
債
法
改
正
と
受
託
業
務
し
商
事
法
務
一
一
二
一
一
一
二
号
一
一
一
一
一
二

間
賞
(
平
五
)
、
江
頭
・
前
畑
伺
注
川
間
二
一
一
九
真
。

(
似
)
江
頭
・
前
掲
注

ω一
(U
九
頁
。

(
前
)
江
頭
・
前
掲
波
山
間
一
回
二
百
周
。

(
山
山
)
山
一
一
仲
間
雅
雄
「
社
債
制
度
改
正
の
問
題
点
し
税
務
経
理
協
会
繍
・
改
正
商
法

等
の
解
説
と
実
務
九
九
頁
(
平
五
)
、
平
成
五
年
商
法
等
改
正
関
係
閣
会
議
録

i
衆
参
間
続
法
務
委
員
会
議
録
(
抄
)
!
〔
別
冊
衛
事
法
務
一
五
一
号
〕
一
八
九

頁
(
平
五
)
潜
水
(
湛
)
政
府
委
員
答
弁
参
照
。

(
社
会
科
学
研
究
科
五
年
、
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
)

〔
付
記
〕
あ
る
研
究
会
に
お
け
る
前
田
庸
教
授
(
学
習
院
大
学
)
、
神

四
回

出
秀
樹
教
授
(
東
京
大
学
)
、
神
作
裕
之
助
教
授
(
学
習
院
大
学
)
、

弥
永
真
生
助
教
授
(
筑
波
大
学
)
の
ご
発
言
か
ら
貴
重
な
ご
教
示
を

賜
っ
た
。
記
し
て
感
謝
す
る
。


